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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示が可能な遊技機であって、
　少なくとも可変表示に関する処理をプログラムに基づいて実行可能な処理手段と、
　データを記憶可能なデータ記憶手段と、
　前記処理手段が実行可能なプログラムであって、前記処理手段が処理に使用するデータ
の前記データ記憶手段における記憶状態が、予め定められた出力条件を満たしていること
を判定可能な判定プログラムを記憶可能な判定プログラム記憶手段と、
　前記判定プログラムの実行によって前記出力条件が満たされていると判定された場合に
、その旨の外部出力信号を出力する出力手段と、
　を備え、
　前記出力条件は、前記データ記憶手段の記憶容量のうち、前記処理手段が未使用である
未使用記憶容量が複数の判定タイミングにおいて減少していること、または、前記処理手
段が使用している使用記憶容量が複数の判定タイミングにおいて増加していること、であ
る傾向出力条件を含み、
　前記処理手段は、
　　前記判定プログラムの実行による判定を、可変表示を開始するタイミングにおいて行
い、可変表示中においては行わず、
　　前記判定プログラムの実行による判定として、前記判定タイミングの期間が第１期間
である第１傾向判定と、前記判定タイミングの期間が前記第１期間よりも長い第２期間で
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ある第２傾向判定と、を実行可能であり、
　　前記第１傾向判定と前記第２傾向判定の双方を実行し、前記第１傾向判定と前記第２
傾向判定のいずれか一方により、全ての複数の前記判定タイミングにおいて連続して未使
用記憶容量が減少していると判定された場合、または、全ての複数の前記判定タイミング
において連続して使用記憶容量が増加していると判定された場合に、前記傾向出力条件が
成立していると判定し、
　前記出力手段は、前記判定プログラムの実行による判定結果にもとづいて、前記傾向出
力条件が成立していると判定されるときに前記外部出力信号を出力する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技が可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機として、擬似リールを用いて擬似遊技演出を行うスロットマシンにおいて
、通常リールと擬似リールとの処理を一部共通化することで、制御を行うプロセッサが使
用する使用メモリ領域を節約するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１６１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１にあっては、プロセッサ（処理手段）が使用する使用メモリ
領域（データ記憶手段）を削減することはできても、制御の状況によっては、処理に利用
可能な未使用のメモリ領域である未使用記憶容量（リソース）が不足して処理を実行でき
なくなる場合がある。そのようなリソースが不足していることは、処理を実行できなくな
るまで表面化しないので、処理を実行できなくなる前にリソースが不足している記憶状態
であることを把握できないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、処理手段が処理に使用するデ
ータのデータ記憶手段における記憶状態を把握することができる遊技機を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１の遊技機は、
　可変表示が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　少なくとも可変表示に関する処理をプログラムに基づいて実行可能な処理手段（例えば
、演出制御用ＣＰＵ１２０がプログラムに従って制御動作を行う部分）と、
　データを記憶可能なデータ記憶手段（例えば、ＲＡＭ１２２が演出制御用ＣＰＵ１２０
のワークエリアを提供する部分）と、
　前記処理手段が実行可能なプログラムであって、前記処理手段が処理に使用するデータ
の前記データ記憶手段における記憶状態（例えば、リソース残量）が、予め定められた出
力条件（例えば、リソースが不足する状態となる前のレベル１の３０％以下の状態となっ
ている場合や、直近５回の変動表示においてリソース残量が短期的に減少する傾向にある
ことでリソースが不足する可能性がある場合や、２０回前、１５回前、１０回前、５回前
、今回の変動表示の比較的長い期間においてリソース残量が連続して減少する傾向にある
ことでリソースが不足する可能性がある場合等）を満たしていることを判定可能な判定プ
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ログラム（例えば、ＲＣプログラム）を記憶可能な判定プログラム記憶手段（例えば、Ｒ
ＯＭ１２１がＲＣプログラムを記憶している部分）と、
　前記判定プログラムの実行によって前記出力条件が満たされていると判定された場合に
、その旨の外部出力信号を出力する出力手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３
に示すリソースチェック処理のＳ１１６で外部出力データ出力処理を実行して外部出力信
号を出力する部分）と、
　を備え、
　前記出力条件は、前記データ記憶手段の記憶容量のうち、前記処理手段が未使用である
未使用記憶容量が複数の判定タイミングにおいて減少していること、または、前記処理手
段が使用している使用記憶容量が複数の判定タイミングにおいて増加していること、であ
る傾向出力条件を含み、
　前記処理手段は、
　　前記判定プログラム（例えば、ＲＣプログラム）の実行による判定を、可変表示を開
始するタイミングにおいて行い、可変表示中においては行わず、
　　前記判定プログラムの実行による判定として、前記判定タイミングの期間が第１期間
である第１傾向判定と、前記判定タイミングの期間が前記第１期間よりも長い第２期間で
ある第２傾向判定と、を実行可能であり、
　　前記第１傾向判定と前記第２傾向判定の双方を実行し、前記第１傾向判定と前記第２
傾向判定のいずれか一方により、全ての複数の前記判定タイミングにおいて連続して未使
用記憶容量が減少していると判定された場合、または、全ての複数の前記判定タイミング
において連続して使用記憶容量が増加していると判定された場合に、前記傾向出力条件が
成立していると判定し、
　前記出力手段は、前記判定プログラムの実行による判定結果にもとづいて、前記傾向出
力条件が成立していると判定されるときに前記外部出力信号を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、処理手段が処理に使用するデータのデータ記憶手段における記憶状
態を把握することができる。
【０００７】
　本発明の手段１の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記判定プログラム（例えば、ＲＣプログラム）を実行する前記処理手段（例えば、演
出制御用ＣＰＵ１２０がＲＣプログラムを実行する部分）は、予め定められた判定タイミ
ングにおいて判定を行う（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェ
ック処理のＳ１００にて変動開始コマンドを受信したと判定したとき等にリソース残量を
チェックして判定を行う部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、判定の処理負荷を低減できる。
【０００８】
　本発明の手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記出力条件は、前記データ記憶手段（例えば、ＲＡＭ１２２）の記憶容量のうち、前
記処理手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）が未使用である未使用記憶容量が複数の
判定タイミングにおいて減少していること、または、前記処理手段が使用している使用記
憶容量が複数の判定タイミングにおいて増加していること、である傾向出力条件を含む（
例えば、直近５回の変動表示においてリソース残量が短期的に減少する傾向にあることで
リソースが不足する可能性がある場合、または、変形例において、直近５回の変動表示に
おいてリソース使用量が短期的に増加する傾向にあることでリソースが不足する可能性が
ある場合に外部出力信号を出力する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、未使用記憶容量が不足する前に未使用記憶容量が不足することを把
握できる。
【０００９】
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　本発明の手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記判定プログラム（例えば、ＲＣプログラム）を実行する前記処理手段（例えば、演
出制御用ＣＰＵ１２０がＲＣプログラムを実行する部分）は、前記傾向出力条件による判
定として、前記判定タイミングの期間が第１期間（例えば、変動開始コマンドを１回受信
する毎の期間）である第１傾向判定（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリ
ソースチェック処理のＳ１０３にて第１傾向判定処理を実行する部分）と、前記判定タイ
ミングの期間が前記第１期間よりも長い第２期間（例えば、変動開始コマンドを５回受信
する毎の期間）である第２傾向判定（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリ
ソースチェック処理のＳ１０８にて第２傾向判定処理を実行する部分）と、の少なくとも
いずれか一方を実行可能である（例えば、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件のいずれ
か一方が成立しているときに、外部出力信号の出力を実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、傾向出力条件による判定精度を高めることができる。
【００１０】
　本発明の手段４の遊技機は、手段３に記載の遊技機であって、
　前記判定プログラム（例えば、ＲＣプログラム）を実行する前記処理手段（例えば、演
出制御用ＣＰＵ１２０がＲＣプログラムを実行する部分）は、前記第１傾向判定（例えば
、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処理のＳ１０３にて第１傾向
判定処理を実行する部分）と前記第２傾向判定（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１
３に示すリソースチェック処理のＳ１０８にて第２傾向判定処理を実行する部分）の双方
を実行し、前記第１傾向判定と前記第２傾向判定のいずれか一方により、連続して未使用
記憶容量が減少していると判定された場合（例えば、連続してリソース残量が減少してい
ると判定した場合）、または、連続して使用記憶容量が増加していると判定された場合（
例えば、変形例において連続してリソース使用量が増加していると判定した場合）に、前
記出力条件を満たしていると判定する（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示す
リソースチェック処理のＳ１１４にて第１条件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第３条
件成立フラグのいずれかがセットされているか否かを判定する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、未使用記憶容量が不足する多様な傾向に対応することができ、判定
精度を高めることができる。
【００１１】
　本発明の手段５の遊技機は、手段３に記載の遊技機であって、
　前記判定プログラム（例えば、ＲＣプログラム）を実行する前記処理手段（例えば、演
出制御用ＣＰＵ１２０がＲＣプログラムを実行する部分）は、前記第１傾向判定（例えば
、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処理のＳ１０３にて第１傾向
判定処理を実行する部分）と前記第２傾向判定（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１
３に示すリソースチェック処理のＳ１０８にて第２傾向判定処理を実行する部分）の双方
を実行し、前記第１傾向判定と前記第２傾向判定のいずれにおいても、連続して未使用記
憶容量が減少していると判定された場合（例えば、連続してリソース残量が減少している
と判定した場合）、または、連続して使用記憶容量が増加していると判定された場合（例
えば、変形例において連続してリソース使用量が増加していると判定した場合）に、前記
出力条件を満たしていると判定する（例えば、変形例において、第１傾向判定条件と第２
傾向判定条件の双方の条件が共に成立しているときにのみ、外部出力信号の出力を実行す
る部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、短期間だけの未使用記憶容量の減少または使用記憶容量の増加によ
って、無用に出力が実行されてしまうことを防ぐことができる。
【００１２】
　本発明の手段６の遊技機は、請求項１、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機であ
って、
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　前記出力条件は、前記データ記憶手段（例えば、ＲＡＭ１２２）の記憶容量のうち、前
記処理手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）が未使用である未使用記憶容量が予め定
められている閾値以下（例えば、リソース残量がレベル１の閾値以下）、または、前記処
理手段が使用している使用記憶容量が予め定められている閾値以上（例えば、変形例にお
けるリソース使用量が所定のレベルの閾値以上）となっている閾値条件を含む
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、未使用記憶容量が閾値以下または使用記憶容量が閾値以上となって
いることを確実に把握できる。
【００１３】
　本発明の手段７の遊技機は、請求項１、手段１～手段６のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記データ記憶手段（例えば、ＲＡＭ１２２）の記憶容量のうち、前記処理手段（例え
ば、演出制御用ＣＰＵ１２０）が未使用である未使用記憶容量（例えば、リソース残量）
、または、前記処理手段が使用している使用記憶容量（例えば、変形例におけるリソース
使用量）を特定する特定手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソース
チェック処理のＳ１０１にて未使用のメモリ領域を合算してリソース残量を特定する部分
、または、変形例において使用中のメモリ領域を合算してリソース使用量を特定する部分
）を備え、
　前記出力手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処理
のＳ１１６で外部出力データ出力処理を実行して外部出力信号を出力する部分）は、前記
特定手段にて特定された未使用記憶容量、または、使用記憶容量を出力可能である（例え
ば、外部出力信号にリソースバッファ１，２のデータが含まれて出力される部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、データ記憶手段の未使用記憶容量または使用記憶容量を把握するこ
とができる。
【００１４】
　本発明の手段８の遊技機は、請求項１、手段１～手段７のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　遊技の進行に支障をきたさない内部エラー（例えば、リセット時エラー、サウンドエラ
ー及びＶＤＰエラー）の発生を判定するエラー判定手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０が図９に示す内部エラーチェック処理を実行して内部エラーの発生を判定する部分）を
備え、
　前記出力手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処理
のＳ１１６で外部出力データ出力処理を実行して外部出力信号を出力する部分）は、前記
エラー判定手段によって判定された内部エラーの発生を出力可能である（例えば、外部出
力信号に内部エラー種別データが含まれて出力される部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技の進行に支障をきたさないことで表面化しない内部エラーの発
生も把握できる。
【００１５】
　尚、本発明は、本発明の請求項に記載された発明特定事項のみを有するものであって良
いし、本発明の請求項に記載された発明特定事項とともに該発明特定事項以外の構成を有
するものであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】パチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
【図３】演出制御コマンドを例示する図である。
【図４】変動パターンを例示する図である。
【図５】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
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【図６】（Ａ）は、大当り種別判定テーブルの構成例を示す図であり、（Ｂ）は、各種大
当りの内容を示す図である。
【図７】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】（Ａ）は、リソースバッファ１の構成例を示す図であり、（Ｂ）は、リソース
バッファ２の構成例を示す図であり、（Ｃ）は、リソース残量閾値テーブルを示す図であ
る。
【図１２】外部出力される外部出力データの一例を示す図である。
【図１３】リソースチェック処理の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る遊技機を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１８】
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。尚、以下
の説明にて、図１の手前側をパチンコ遊技機１の前方（前面、正面）側、奥側を後方（背
面）側として説明する。尚、本実施例でパチンコ遊技機１の前面とは、遊技者側からパチ
ンコ遊技機１を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、フローチャートの各ス
テップの説明にて、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所を「Ｓ１」と略記する場合が
ある。また、本実施例で『実行』と『実施』とは同義である。
【００１９】
　図１は、本実施例のパチンコ遊技機１の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示
す。パチンコ遊技機１（以下、遊技機と略記する場合がある）は、大別して、遊技盤面を
構成する遊技盤２（ゲージ盤）と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠３（台枠）とから
構成されている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域
が形成されている。遊技領域には、遊技球が打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００２０】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
器４Ａと、第２特別図柄表示器４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示器４Ａと第２
特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ（発光
ダイオード）等から構成され、変動表示ゲームの一例となる特図ゲームにて、各々を識別
可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）が、変
動可能に表示（変動表示または可変表示ともいう）される。例えば、第１特別図柄表示器
４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記
号等から構成される複数種類の特別図柄を変動表示する。尚、第１特別図柄表示器４Ａや
第２特別図柄表示器４Ｂにて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」
を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤで点灯させ
るものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の
特別図柄として予め設定されていればよい。以下では、第１特別図柄表示器４Ａにて変動
表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示器４Ｂにて変動表示され
る特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２１】
　第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはともに、例えば方形状に形成され
ている。尚、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「９」を
示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよい。ま
た、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、例えば「００」～「
９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を変動表示するように構成されていてもよいし
、これら「００」～「９９」を示す各セグメントが、「００」～「９９」を視認不能にラ



(7) JP 6775960 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

ンダムに配置された表示器により変動表示するように構成されていてもよい。
【００２２】
　遊技盤２の遊技領域の中央付近には、演出表示装置５が設けられている。演出表示装置
５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領
域を形成している。演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａによる第１
特図の変動表示や第２特別図柄表示器４Ｂによる第２特図の変動表示のそれぞれに対応し
て、例えば３つといった複数の変動表示部となる演出図柄表示エリアにて、各々を識別可
能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である演出図柄（飾り図柄ともいう）が変動表
示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。
【００２３】
　一例として、演出表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特
図の変動と第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図の変動のうち、いずれかが開始されるこ
とに対応して、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて演
出図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、演出表示装置
５の「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、確定演出図
柄（最終停止図柄）が停止表示される。
【００２４】
　このように、演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特図を
用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図を用いた特図ゲームと
同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、確定演出図柄を導出
表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、演出図柄の変動表示中に変動表示が仮
停止するようにしても良い。
【００２５】
　「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて変動表示される
演出図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。演出図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。尚、演出図柄は８種類に限定されず、「大当り」となる組合せや「はずれ」と
なる組合せなど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７
種類や９種類など）。
【００２６】
　演出図柄の変動表示が開始された後、確定演出図柄が導出表示されるまでには、「左」
、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒ、または、演出図柄表示エリ
ア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の演出図柄表示エリア
５Ｌなど）にて、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へ
と流れるようなスクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である演出図
柄が表示されると、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である演出図柄が表示される
。
【００２７】
　演出表示装置５の表示領域の下部の左右２箇所には、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第
２保留記憶表示エリア５Ｕが設定されている。第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記
憶表示エリア５Ｕでは、特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。
【００２８】
　ここで、特図ゲームに対応した変動表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１
始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進
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入）することによる始動入賞に基づいて発生する。即ち、特図ゲームや演出図柄の変動表
示といった変動表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立し
たが、先に成立した開始条件に基づく変動表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技
機１が大当り遊技状態に制御されていることなどにより、変動表示ゲームの開始を許容す
る開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する変動表示の保留が行わ
れる。本実施例では、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に
基づいて発生した保留記憶表示を丸型の白色表示とし、第２始動入賞口を遊技球が通過（
進入）することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を丸型の青色表示とする
。
【００２９】
　尚、以下の説明では、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記憶表示エリア５Ｕでの
表示を保留表示と総称することがある。
【００３０】
　図１に示す例では、保留記憶表示エリアとともに、第１特別図柄表示器４Ａ及び第２特
別図柄表示器４Ｂの上部と下部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留
表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第
１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数
を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した変動表示
の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。
【００３１】
　演出表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動
役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡
大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物
）を備え、第２始動入賞口を形成する。
【００３２】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可
変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可
能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよう
に構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態にて、例えば第
２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないように
構成してもよい。このように、第２始動入賞口は、遊技球が通過（進入）しやすい拡大開
放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）できない通常開放状態とに
変化する。
【００３３】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）未満であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
未満であれば、第２始動条件が成立する。尚、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球
が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
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って遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数で
あってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００３４】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方位置には、特別可変入賞球装置７
が設けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド
８２によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖
状態とに変化する所定領域としての大入賞口を形成する。
【００３５】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）し易くする。このように、大入賞口は、遊技球が通過（進入）し易く遊技者にと
って有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに
変化する。尚、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉
鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放状態を設けてもよい。
【００３６】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、開放状態となった特
別可変入賞球装置７の大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、他の入賞口（例え
ば第１始動入賞口や第２始動入賞口）を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球
が払い出される。従って、特別可変入賞球装置７の大入賞口が開放状態となれば、その大
入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、
特別可変入賞球装置７の大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）
させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第２状態となる
。
【００３７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示器４Ａや第
２特別図柄表示器４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成され
、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通図」
ともいう）を変動可能に表示（変動表示）する。このような普通図柄の変動表示は、普図
ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３８】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３９】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４０】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、更に遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。
【００４１】



(10) JP 6775960 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技球を遊技領域に向けて発射するために遊技者等に
よって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。例えば、打球操作ハ
ンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力を調整する。打球操
作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させるための単発発射ス
イッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００４２】
　遊技領域下方の遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や貸し出
しによって払い出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する上皿（
打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余剰球などを
、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられている。
【００４３】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、遊技盤２などの背
面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板、電源
基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００４４】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１での遊技の進行を制御す
るための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにて用いる乱
数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの出力信号を入力可能とする機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、外部に各種情報を出力する機能などを備
えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂを構
成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第
２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを
行って普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表
示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。
【００４５】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【００４６】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、演出表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ及び遊技効果ランプ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための
各種回路が搭載されている。即ち、演出制御基板１２は、演出表示装置５の表示動作や、
スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ９などの点灯
／消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させる
ための制御内容を決定する機能を備えている。
【００４７】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データ（音番号や音量レベル等）などに基
づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒから音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路
などが搭載されている。ランプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられた
ランプ出力制御用の制御基板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基
づき、遊技効果ランプ９などの点灯／消灯駆動を行う処理回路などが搭載されている。
【００４８】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ



(11) JP 6775960 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。尚、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッ
チ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技球
を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１１には、第１特別図
柄表示器４Ａ、第２特別図柄表示器４Ｂ、普通図柄表示器２０、第１保留表示器２５Ａ、
第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行うための指令信号を伝
送する配線が接続されている。
【００４９】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。
【００５０】
　図３は、本実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。演
出制御コマンドは、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（コマンドの分類
）を示し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。尚、図３に示されたコマンド
形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。ここで、ＸＸＨは不特定の１６
進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じた値であればよい。
【００５１】
　コマンド８００１Ｈは、第１特別図柄表示器４Ａでの変動開始を指定する第１変動開始
コマンドである。コマンド８００２Ｈは、第２特別図柄表示器４Ｂでの変動開始を指定す
る第２変動開始コマンドである。コマンド８１ＸＸＨは、変動パターン（変動時間）を指
定する変動パターン指定コマンドであり、指定する変動パターンなどに応じて、異なるＥ
ＸＴデータが設定される。
【００５２】
　コマンド８ＣＸＸＨは、変動表示結果通知コマンドであり、変動表示結果を指定する演
出制御コマンドである。尚、コマンド８Ｃ００Ｈは、「はずれ」となる旨の事前決定結果
を示すコマンドである。コマンド８Ｃ０１Ｈは、「大当り」で大当り種別が「確変大当り
Ａ」となる旨を通知するコマンドである。コマンド８Ｃ０２Ｈは、「大当り」で大当り種
別が「確変大当りＢ」となる旨を通知するコマンドである。コマンド８Ｃ０３Ｈは、「大
当り」で大当り種別が「非確変大当り」となる旨を通知するコマンドである。
【００５３】
　コマンド８Ｆ００Ｈは、演出図柄の変動停止（確定）を指定する図柄確定コマンドであ
る。コマンド９５ＸＸＨは、その時点の遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドである
。
【００５４】
　コマンドＡ０ＸＸＨは、大当り遊技状態の開始を指定する大当り開始指定コマンド（「
ファンファーレコマンド」ともいう）である。コマンドＡ１ＸＸＨは、大当り遊技状態に
て、大入賞口が開放状態となったこと及び大入賞口が開放状態である期間であることを通
知する大入賞口開放中通知コマンドである。コマンドＡ２ＸＸＨは、大当り遊技状態にて
、大入賞口が開放状態から閉鎖状態となったこと及び大入賞口が閉鎖状態である期間であ
ることを通知する大入賞口開放後通知コマンドである。コマンドＡ３ＸＸＨは、大当り遊
技状態の終了を指定する大当り終了指定コマンドである。
【００５５】
　尚、大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、例えば通常開放
大当り状態や短期開放大当り状態のラウンドの実行回数（例えば「１」～「１６」または
「１」～「５」）に対応したＥＸＴデータが設定される。
【００５６】
　コマンドＢ１００Ｈは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口への入賞によっ
て第１始動条件が成立したことを通知する第１始動口入賞指定コマンドである。コマンド
Ｂ２００Ｈは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口への入賞によって第２
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始動条件が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマンドである。
【００５７】
　コマンドＣ１ＸＸＨは、第１特図保留記憶数を通知する第１保留記憶数通知コマンドで
ある。コマンドＣ２ＸＸＨは、第２特図保留記憶数を通知する第２保留記憶数通知コマン
ドである。
【００５８】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
１０１（Read Only Memory 101）と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ１０２
（Random Access Memory 102）と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣ
ＰＵ１０３（Central Processing Unit 103）と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示
す数値データの更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ１０５（Input/Outputport 105）と
を備えて構成される。以下、Read Only MemoryはＲＯＭ、Central Processing UnitはＣ
ＰＵ、Random Access MemoryはＲＡＭと、Input/OutputportはＩ／Ｏといずれも略記する
。
【００５９】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、遊技の進行を制御するための各種処
理が実行される。
【００６０】
　主基板１１では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別判定用の乱数値ＭＲ
２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３、普図表示結果判定用の乱数値ＭＲ４等の各種乱
数値の数値データが、カウント可能に制御される。尚、乱数回路１０４は、これらの乱数
値ＭＲ１～ＭＲ４の一部または全部を示す数値データをカウントできるものであればよく
、乱数回路１０４にてカウントしない乱数値については、ＣＰＵ１０３が、ソフトウェア
によって各種の数値データを更新することでカウントするようにすればよい。
【００６１】
　図４は、本実施例の変動パターンを示している。本実施例では、図４に示すような複数
の変動パターンが予め用意されている。具体的に、本実施例では、変動表示結果が「はず
れ」となる場合のうち、演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合と「リーチ」
である場合のそれぞれに対応して、また、変動表示結果が「大当り」となる場合などに対
応して、複数の変動パターンが予め用意されている。
【００６２】
　変動表示結果が「大当り」である場合に対応した変動パターンである大当り変動パター
ンや、演出図柄の変動表示態様が「リーチ」である場合のリーチ変動パターンには、ノー
マルリーチのリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチα
、スーパーリーチβといったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変
動パターンとがある。尚、本実施例では、ノーマルリーチ変動パターンを１種類のみしか
設けていないが、本発明はこれに限定されるものではなく、スーパーリーチと同様に、ノ
ーマルリーチα、ノーマルリーチβ、…のように、複数のノーマルリーチ変動パターンを
設けても良い。また、スーパーリーチ変動パターンでも、スーパーリーチαやスーパーリ
ーチβに加えてスーパーリーチγ…といった３以上のスーパーリーチ変動パターンを設け
ても良い。
【００６３】
　図４に示すように、本実施例におけるノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノーマ
ルリーチ変動パターンの特図変動時間については、スーパーリーチ変動パターンであるス
ーパーリーチα、スーパーリーチβよりも短く設定されている。また、本実施例における
スーパーリーチα、スーパーリーチβといったスーパーリーチのリーチ演出が実行される
スーパーリーチ変動パターンの特図変動時間については、スーパーリーチβのスーパーリ
ーチ演出が実行される変動パターンの方が、スーパーリーチαのスーパーリーチ演出が実
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行される変動パターンよりも特図変動時間が長く設定されている。
【００６４】
　尚、本実施例では、前述したようにスーパーリーチβ、スーパーリーチα、ノーマルリ
ーチの順に変動表示結果が「大当り」となる大当り期待度が高くなるように設定されてい
るため、ノーマルリーチ変動パターン及びスーパーリーチ変動パターンにおいては変動時
間が長いほど大当り期待度が高くなっている。
【００６５】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために予め用意された複数の判定テーブルや設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ドテーブルを構成するテーブルデータや、図４に示すような変動パターンを複数種類格納
する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００６６】
　図５は、ＲＯＭ１０１に記憶される表示結果判定テーブルの構成例を示している。本実
施例では、表示結果判定テーブルとして、第１特図と第２特図とで共通の表示結果判定テ
ーブルを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第１特図と第２特図と
で個別の表示結果判定テーブルを用いるようにしても良い。
【００６７】
　表示結果判定テーブルは、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂの特図ゲ
ームにおいて確定特別図柄が導出表示される前に、その変動表示結果を「大当り」として
大当り遊技状態に制御するか否かを、乱数値ＭＲ１に基づいて決定するために参照される
テーブルである。
【００６８】
　本実施例の表示結果判定テーブルでは、遊技状態が通常状態または時短状態（低確状態
）であるか、確変状態（高確状態）であるかに応じて、乱数値ＭＲ１と比較される数値（
判定値）が、「大当り」や「はずれ」の特図表示結果に割り当てられている。
【００６９】
　表示結果判定テーブルでは、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御す
るか否かの決定結果に対して判定用データが割り当てられている。具体的に、本実施例で
は、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状態または時短状態（低確状態
）であるときよりも多くの判定値が、「大当り」の特図表示結果に割り当てられている。
これにより、確変制御が行われる確変状態（高確状態）では、通常状態または時短状態（
低確状態）であるときに特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決
定される確率（本実施例では約１／３００）に比べて、特図表示結果を「大当り」として
大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる（本実施例では約１／３０）。即
ち、表示結果判定テーブルでは、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状
態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる
ように、判定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当てられてい
る。
【００７０】
　尚、ＲＯＭ１０１には、大当り遊技状態に制御すると決定されたときに、乱数値ＭＲ２
に基づき、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するために参照される大当り種別判定
テーブルや、乱数値ＭＲ３に基づいて変動パターンを、前述した図４に示す変動パターン
のいずれかに決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されている。
【００７１】
　図６（Ａ）に示す設定例では、変動特図が第１特図であるか第２特図であるかに応じて
、「確変大当りＡ」と「確変大当りＢ」の大当り種別に対する判定値の割当てが異なって



(14) JP 6775960 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

いる。つまり、変動特図が第２特図である場合には、ラウンド数の少ない「確変大当りＢ
」の大当り種別に割り当てがなく、第２特図の変動表示では「確変大当りＢ」が発生しな
いようにすることで、時短制御に伴う高開放制御により、普通可変入賞球装置６Ｂが形成
する第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい遊技状態中に、得られる賞球が少ない「確変
大当りＢ」が頻発して遊技興趣が低下してしまうことを防止できるようになっている。尚
、図６（Ａ）に示す設定例は一例に過ぎず、図６（Ａ）に示す以外の大当り種別を設ける
ようにしても良いし、それぞれの大当りの決定割合や決定の有無等は、適宜に設定すれば
良い。
【００７２】
　また、ＲＯＭ１０１に記憶されている変動パターン判定テーブルとしては、「大当り」
とすることが事前決定されたときに使用される大当り用変動パターン判定テーブルと、「
はずれ」にすることが事前決定されたときに使用されるはずれ用変動パターン判定テーブ
ルとが予め用意されている。尚、本実施例では、はずれのときよりも大当りとなるときの
方がリーチの変動パターンが決定されやすくなり、リーチが発生した場合の方が大当りな
る可能性（信頼度や期待度）が高くなるとともに、同じリーチの変動パターンであっても
、ノーマルリーチよりもスーパーリーチの方が大当りなる可能性（信頼度や期待度）が高
く、同じスーパーリーチであってもスーパーリーチβの変動パターンの方が、確変大当り
なる可能性（信頼度や期待度）が高くなるように、大当り用変動パターン判定テーブルと
はずれ用変動パターン判定テーブルにおいて、各変動パターンに対応する判定値が設定さ
れている。
【００７３】
　尚、はずれ用変動パターン判定テーブルは、合計保留記憶数や時短状態に対応した複数
のテーブルを含んでおり、保留記憶数や時短状態に応じて、合計保留記憶数が２～４個に
対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－２）や、合計保留記憶数が５～
８個に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－３）や、短縮の非リーチ
はずれの変動パターン（ＰＡ１－４）を、合計保留記憶数や遊技状態（時短状態）に応じ
て決定することで、合計保留記憶数が多くなる程、短い変動パターンが実行され易い、つ
まり、単位時間当りの変動回数が高まることで、無駄な始動入賞の発生を防ぐことが可能
であるとともに、時短制御中（時短状態中）では、時短制御が実行されていないときより
も、短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－４）が多く決定されて単位時間当り
の変動回数が高まることで、次の大当りまでの期間を短縮でき、遊技者の連荘感を向上で
きるようになっている。
【００７４】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部
または全部が所定の電源基板からのバックアップ電源によってバックアップされているバ
ックアップＲＡＭであればよい。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止し
ても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電
力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存され、再度の電
源投入にて、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特図プロセスフ
ラグなど）と未払出賞球数を示すデータ等の遊技の進行状態を示すデータを引き継ぐよう
にすればよい。
【００７５】
　このようなＲＡＭ１０２には、遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデー
タを保持する領域として、図示しない遊技制御用データ保持エリアが設けられている。遊
技制御用データ保持エリアは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技球が
通過（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない第１
特図を用いた特図ゲームの保留データとして、乱数値ＭＲ１、乱数値ＭＲ２、乱数値ＭＲ
３を示す数値データなどを記憶する第１特図保留記憶部と、普通可変入賞球装置６Ｂが形
成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞（第２始動入賞）が発生した
ものの未だ開始されていない第２特図を用いた特図ゲームの保留データとして、乱数値Ｍ
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Ｒ１、乱数値ＭＲ２、乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを記憶する第２特図保留記憶部
と、普図保留記憶部と、特図プロセスフラグ等の遊技の進行状況などに応じて状態を更新
可能な複数種類のフラグが設けられている遊技制御フラグ設定部と、遊技の進行を制御す
るために用いられる各種のタイマが設けられている遊技制御タイマ設定部と、遊技の進行
を制御するために用いられるカウント値を計数するための複数種類のカウンタが設けられ
ている遊技制御カウンタ設定部と、遊技の進行を制御するために用いられるデータを一時
的に記憶する各種のバッファが設けられている遊技制御バッファ設定部とを備えている。
【００７６】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、演出表示装置５で
の表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行するＶＤＰ（ビデオディスプレイ
プロセッサ）等を含む表示制御部１２３と、演出制御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値
を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００７７】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための各種処理が実行される。例えば、これら演出動作を制御するための処理
として、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部から各
種信号の入力を受け付ける受信処理、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演
出制御基板１２の外部、例えば、デバッグ時に使用されるデバッグ用端末（例えば、イン
サーキット・エミュレータ）等の外部機器に、図１２に示すシリアル通信データの形態の
外部出力信号を出力する外部出力データ出力処理（図１３参照）なども行われる。
【００７８】
　尚、演出制御基板１２の側でも、主基板１１と同様に、例えば、各種演出の実行、非実
行や、演出の種別等を決定するための各種の乱数値（演出用乱数ともいう）が設定されて
いる。また、ＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御する
ために用いられる各種のテーブルデータ、例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種
別等を決定するための複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各変動パターンに
対応する演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【００７９】
　また、ＲＯＭ１２１には、図９に示すリソースチェック処理を行うためのＲＣ（リソー
スチェック）プログラムや、内部エラーチェック処理を行うためのＥＣ（エラーチェック
）プログラムが格納されており、これらＲＣ（リソースチェック）プログラムやＥＣ（エ
ラーチェック）プログラムにもとづいてリソースチェック処理や内部エラーチェック処理
を演出制御用ＣＰＵ１２０が実行する。尚、本実施例では、上記したＲＣ（リソースチェ
ック）プログラムやＥＣ（エラーチェック）プログラムをＲＯＭ１２１に格納（記憶）す
る形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらの少なくとも
いずれか一方のプログラムを、演出制御用ＣＰＵ１２０の内部ＲＯＭ等に格納（記憶）す
るようにしても良い。
【００８０】
　演出制御パターンのうち、特図変動時演出制御パターンは、各変動パターンに対応して
、特別図柄の変動が開始されてから確定特別図柄が導出表示されるまでの期間における、
演出図柄の変動表示動作やリーチ演出等の様々な演出動作の制御内容を示すデータなどか
ら構成されている。
【００８１】
　また、ＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する
領域として、例えば図示しない演出制御用データ保持エリアが設けられている。演出制御
用データ保持エリアは、演出動作状態や主基板１１から送信された演出制御コマンド等に
応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている演出制御フラグ設定部と、各
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種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマやカウンタが設けられて
いる演出制御タイマ設定部や演出制御カウンタ設定部と、各種演出動作の進行を制御する
ために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている演出制御バ
ッファ設定部とを備えている。
【００８２】
　尚、本実施例では、演出制御バッファ設定部の所定領域に、第１特図保留記憶の合計保
留記憶数の最大値（例えば「４」）に対応した格納領域（バッファ番号「１－１」～「１
－４」に対応した領域）と、第２特図保留記憶の合計保留記憶数の最大値（例えば「４」
）に対応した格納領域（バッファ番号「２－１」～「２－４」に対応した領域）が設けら
れ、その時点の保留記憶の状況を特定可能な保留記憶バッファを構成するデータが記憶さ
れており、該保留記憶バッファのデータに基づいて、第１保留記憶表示エリア５Ｄと第２
保留記憶表示エリア５Ｕの保留表示が表示される。
【００８３】
　次に、本実施例のパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では、所定
の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が起
動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。遊技制
御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定した後、必要な初期設定
を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる。また、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定を
行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割込み要求信
号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行すること
ができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。尚、遊技制
御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力供給停止時の状態に復帰さ
せるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。
【００８４】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図７のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割
込み処理を実行する。図７に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０
３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲ
ートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントス
イッチ２３といった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。
続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機１の異常診断
を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（Ｓ１２）。この後、所
定の情報出力処理を実行する（Ｓ１３）。
【００８５】
　次に、乱数値ＭＲ１～ＭＲ４といった遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアによ
り更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（Ｓ１４）。この後、図８に示す特別図
柄プロセス処理を実行する（Ｓ１５）。
【００８６】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄表示器２０での表示動作（例えばセグメント
ＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の変動表示や普通可変入賞球装置６Ｂの
可動翼片の傾動動作設定などを行う普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。その
後、コマンド制御処理を実行することにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサ
ブ側の制御基板に対して制御コマンドを送信（出力）する（Ｓ１７）。
【００８７】
　図８は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロ
セス処理では、まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ２１）。その後、遊技制御フラグ
設定部に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ２２～Ｓ２９の処理のいずれか
を選択して実行する。
【００８８】
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　Ｓ２１の始動入賞処理では、第１始動口スイッチ２２Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂに
よる第１始動入賞や第２始動入賞があったか否かを判定し、入賞があった場合には、乱数
値ＭＲ１、ＭＲ２、ＭＲ３を抽出して、第１始動入賞である場合には、第１特図保留記憶
部の空きエントリの最上位に格納し、第２始動入賞である場合には、第２特図保留記憶部
の空きエントリの最上位に格納する。
【００８９】
　Ｓ２２の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実行される。
特別図柄通常処理では、保留データの有無などに基づいて特図ゲームを開始するか否かの
判定が行われる。また、乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、変動表示結果を「大当
り」とするか否かを、その変動表示結果が導出表示される前に決定（事前決定）する。更
に、変動表示結果に対応して確定特別図柄（大当り図柄やはずれ図柄のいずれか）が設定
される。そして、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【００９０】
　Ｓ２３の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のときに実行され
る。変動パターン設定処理には、変動表示結果を「大当り」とするか否かの事前決定結果
などに基づき、乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて変動パターンを複数種類のいずれ
かに決定する処理などが含まれている。そして、特図プロセスフラグの値が“２”に更新
される。
【００９１】
　Ｓ２４の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実行される。
特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄
を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してからの経過時間を
計測する処理などが含まれている。尚、特別図柄の変動経過時間が特図変動時間に達した
ときには、特図プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【００９２】
　Ｓ２５の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実行される。
特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄
の変動表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理が含
まれている。そして、大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当
りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方
で、大当りフラグがオフである場合には、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される
。
【００９３】
　Ｓ２６の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される。
大当り開放前処理には、変動表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当り遊
技状態にてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理な
どが含まれている。具体的には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設
定するとともに、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開放回数を、「非確変大
当り」または「確変大当りＡ」である場合には、「１６回」に設定する。一方、大当り種
別が「確変大当りＢ」である場合には、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開
放回数を「５回」に設定する。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更新さ
れる。
【００９４】
　Ｓ２７の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実行される。
この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や
、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の個数などに
基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する
処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用の
ソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、
特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
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【００９５】
　Ｓ２８の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実行される。
この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口開
放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合に
大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。そして、
ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図プロセスフ
ラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときには、特図プ
ロセスフラグの値が“７”に更新される。
【００９６】
　Ｓ２９の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行される。こ
の大当り終了処理には、大当り遊技状態の終了を報知するエンディング演出が実行される
期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。こうした設定
が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【００９７】
　尚、大当り終了処理では、遊技制御バッファ設定部に記憶されている大当り種別バッフ
ァ値を読み出して、大当り種別が「非確変大当り」、「確変大当りＡ」、「確変大当りＢ
」のいずれであったかを特定する。そして、特定した大当り種別が「非確変大当り」では
ないと判定された場合には、確変制御を開始するための設定（確変フラグのセット）を行
う。
【００９８】
　また、特定した大当り種別が「非確変大当り」である場合には、時短制御を開始するた
めの設定（時短フラグのセットと時短制御中に実行可能な特図ゲームの上限値に対応して
予め定められたカウント初期値（本実施例では「１００」）を時短回数カウンタにセット
）を行う。
【００９９】
　次に、演出制御基板１２の動作を説明する。先ず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源が
投入されると、図９に示すメイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、ＲＡＭ
領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、２ｍｓ）を決める
ためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（Ｓ５１）。その後、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ５２）を行うループ処理に移行する。タ
イマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込処理によりタイマ割込フ
ラグをセットする。メイン処理で、タイマ割込フラグがセット（オン）されていたら、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、そのフラグをクリアし（Ｓ５３）、以下の処理を実行する。
【０１００】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、コマンド解析処理を行う（Ｓ５４）。コマンド解析
処理では、受信コマンドバッファに格納されている主基板１１から送信されてきたコマン
ドが、どのコマンド（図３参照）であるのか解析する。尚、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００から送信された演出制御コマンドは、演出制御ＩＮＴ信号にもとづく割込処理
で受信され、ＲＡＭに形成されているバッファ領域に保存されている。そして、受信した
演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う。
【０１０１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセス処理を行う（Ｓ５５）。演出制
御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プ
ロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置５の表示制御を実行する。
【０１０２】
　次いで、大当り図柄判定用乱数などの演出用乱数を生成するためのカウンタのカウント
値を更新する演出用乱数更新処理（Ｓ５６）、図１３に示す、リソースが不足する状態ま
たは不足する前段階の状態であるかリソースが不足する状態となる可能性が高い状態であ
るか否かを判定するリソースチェック処理（Ｓ５７）、所定の内部エラーが発生している
か否かを判定する内部エラーチェック処理（Ｓ５８）を実行した後、Ｓ５２に移行する。
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【０１０３】
　図１０は、演出制御メイン処理の演出制御プロセス処理（Ｓ５５）を示すフローチャー
トである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、演出表示装置
５の第１保留記憶表示エリア５Ｄ及び第２保留記憶表示エリア５Ｕでの保留記憶表示を、
保留記憶バッファの記憶内容に応じた表示に更新する保留表示更新処理を実行する（Ｓ７
２）。
【０１０４】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセスフラグの値に応じてＳ７３～Ｓ
７９のうちのいずれかの処理を行う。各処理においては、以下のような処理を実行する。
【０１０５】
　変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ７３）：遊技制御用マイクロコンピュータ
１００から変動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマ
ンド解析処理で変動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。変動パターン
指定コマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（
Ｓ７４）に対応した値に変更する。
【０１０６】
　演出図柄変動開始処理（Ｓ７４）：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そし
て、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（Ｓ７５）に対応した値に更新す
る。
【０１０７】
　演出図柄変動中処理（Ｓ７５）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切
替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終
了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）に対応した値
に更新する。
【０１０８】
　演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定
コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）
を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（Ｓ
７７）または変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する
。
【０１０９】
　大当り表示処理（Ｓ７７）：変動時間の終了後、演出表示装置５に大当りの発生を報知
するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り遊
技中処理（Ｓ７８）に対応した値に更新する。
【０１１０】
　大当り遊技中処理（Ｓ７８）：大当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指
定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置５におけるラウン
ド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（
Ｓ７９）に対応した値に更新する。
【０１１１】
　大当り終了演出処理（Ｓ７９）：演出表示装置５において、大当り遊技状態が終了した
ことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パ
ターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する。
【０１１２】
　次に、ＲＡＭ１２２の演出制御バッファ設定部に設定され、リソースチェック処理（Ｓ
５７）において使用されるリソースバッファ１、リソースバッファ２、並びにリソース残
量閾値テーブルについて説明する。
【０１１３】
　リソースバッファ１は、後述する第１傾向判定処理（Ｓ１０３）において判定に使用さ
れるバッファであり、図１１（Ａ）に示すように、番号１～番号５までの５つの格納領域
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に、直近５回前までの変動開始コマンドを受信した時点のリソース残量が格納可能とされ
ている。
【０１１４】
　つまり、番号５のエントリには、１回前に変動開始コマンドを受信した時点において特
定したリソース残量が格納され、番号４のエントリには、２回前に変動開始コマンドを受
信した時点において特定したリソース残量が格納され、番号３のエントリには、３回前に
変動開始コマンドを受信した時点において特定したリソース残量が格納され、番号２のエ
ントリには、４回前に変動開始コマンドを受信した時点において特定したリソース残量が
格納され、番号１のエントリには、５回前に変動開始コマンドを受信した時点において特
定したリソース残量が格納されている。よって、新たに変動開始コマンドを受信した場合
には、番号２のエントリに格納されているリソース残量が番号１のエントリにシフトされ
、番号３のエントリに格納されているリソース残量が番号２のエントリにシフトされ、番
号４のエントリに格納されているリソース残量が番号３のエントリにシフトされ、番号５
のエントリに格納されているリソース残量が番号４のエントリにシフトされ、該受信時に
特定されたリソース残量が番号５のエントリに格納される。
【０１１５】
　また、リソースバッファ２は、後述する第２傾向判定処理（Ｓ１０８）において判定に
使用されるバッファであり、図１１（Ｂ）に示すように、番号１～番号５までの５つの格
納領域に、５回の変動開始コマンドを受信した毎に特定されたリソース残量が格納可能と
されている。
【０１１６】
　つまり、番号５のエントリには、変動表示５回毎のチェックタイミングに直近になった
時点のリソース残量が格納され、番号４のエントリには、チェックタイミングに２回前に
なった時点のリソース残量が格納され、番号３のエントリには、チェックタイミングに３
回前になった時点のリソース残量が格納され、番号２のエントリには、チェックタイミン
グに４回前になった時点のリソース残量が格納され、番号１のエントリには、チェックタ
イミングに５回前になった時点のリソース残量が格納されている。よって、変動表示５回
毎のチェックタイミングに新たになった場合には、番号２のエントリに格納されているリ
ソース残量が番号１のエントリにシフトされ、番号３のエントリに格納されているリソー
ス残量が番号２のエントリにシフトされ、番号４のエントリに格納されているリソース残
量が番号３のエントリにシフトされ、番号５のエントリに格納されているリソース残量が
番号４のエントリにシフトされ、該新たなチェックタイミングにおいて特定されたリソー
ス残量が番号５のエントリに格納される。
【０１１７】
　また、リソース残量閾値テーブルには、後述するＳ１１１やＳ１１２の判定において使
用される各レベル（レベル１、レベル２）に該当するリソース残量の閾値が、図１１（Ｃ
）に示すように、レベル１（注意）とレベル２（警告）とに対応付けて記憶されている。
【０１１８】
　次に、Ｓ５７において実行される本実施例のリソースチェック処理について、図１３を
用いて説明する。
【０１１９】
　リソースチェック処理において演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、変動開始コマンド受
信フラグがセットされているか否か、つまり、変動開始コマンドを受信した変動開始時で
あるか否かを判定する（Ｓ１００）。尚、本実施例では、変動開始コマンド受信フラグが
セットされているか否かにより変動開始時であるか否かを判定しているが、演出制御プロ
セスフラグの値が、演出図柄変動開始処理に対応する値になっているか否かにより、変動
開始時であるか否かを判定するようにしても良い。
【０１２０】
　変動開始コマンド受信フラグがセットされていない場合には、当該処理を終了する。一
方、変動開始コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０
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が制御処理に使用できるメモリ領域のうち、未使用のメモリ領域を合算してリソース残量
を特定する（Ｓ１０１）。
【０１２１】
　そして、リソースバッファ１を更新する（Ｓ１０２）。具体的には、前記したように、
リソースバッファ１の番号２～５のエントリに格納されているリソース残量データを、番
号１～４のエントリにシフト移動させるとともに、番号５のエントリに、Ｓ１０１におい
て新たに特定したリソース残量のデータを格納する。
【０１２２】
　次いで、更新後のリソースバッファ１に格納されている各リソース残量データにもとづ
いて、短期間傾向判定である第１傾向判定処理を実行する（Ｓ１０３）。具体的には、第
１傾向判定条件である、リソースバッファ１に格納されている各リソース残量が、それぞ
れの直前のエントリに記憶されているリソース残量よりも減少していることが満たされて
いるか否かにより、第１傾向判定条件が成立しているか否かを判定する（Ｓ１０４）。つ
まり、各番号Ｎのエントリに格納されているリソース残量をＳＲ（Ｎ）で表すと、ＳＲ（
１）＞ＳＲ（２）＞ＳＲ（３）＞ＳＲ（４）＞ＳＲ（５）の関係が成立するか否かを判定
する。
【０１２３】
　第１傾向判定条件が成立していない場合には、Ｓ１０６に進む。一方、第１傾向判定条
件が成立している場合には、第１条件成立フラグをセットした後（Ｓ１０５）、Ｓ１０６
に進む。
【０１２４】
　Ｓ１０６では、傾向判定２の判定タイミング、つまり、新たに開始される変動表示が、
営業開始からの変動表示回数として５の倍数となる変動表示であるか否かを判定する。尚
、これら営業開始からの変動表示回数として５の倍数となる変動表示であるか否かは、営
業開始時点からの変動表示回数が累積加算される変動表示カウンタの値により判定しても
良いし、「５」の判定値がセットされる判定タイミングカウンタを設けておき、１の変動
表示が開始される毎に１を減算更新していき、該判定タイミングカウンタが０となったと
きに傾向判定２の判定タイミングであると判定するとともに、判定タイミングカウンタに
「５」を再セットするようにしても良い。
【０１２５】
　傾向判定２の判定タイミングでない場合には、Ｓ１１１に進む。一方、傾向判定２の判
定タイミングである場合には、リソースバッファ２を更新する（Ｓ１０７）。
【０１２６】
　具体的には、前記したように、リソースバッファ２の番号２～５のエントリに格納され
ているリソース残量データを、番号１～４のエントリにシフト移動させるとともに、番号
５のエントリに、Ｓ１０１において新たに特定したリソース残量のデータを格納する。
【０１２７】
　次いで、更新後のリソースバッファ２に格納されている各リソース残量データにもとづ
いて、長期間傾向判定である第２傾向判定処理を実行する（Ｓ１０８）。具体的には、第
２傾向判定条件である、リソースバッファ２に格納されている各リソース残量が、それぞ
れの直前のエントリに記憶されているリソース残量よりも減少していることが満たされて
いるか否かにより、第２傾向判定条件が成立しているか否かを判定する。つまり、各番号
Ｎのエントリに格納されているリソース残量をＬＲ（Ｎ）で表すと、ＬＲ（１）＞ＬＲ（
２）＞ＬＲ（３）＞ＬＲ（４）＞ＬＲ（５）の関係が成立するか否かを判定する。
【０１２８】
　第２傾向判定条件が成立していない場合には、Ｓ１１１に進む。一方、第２傾向判定条
件が成立している場合には、第２条件成立フラグをセットした後（Ｓ１１０）、Ｓ１１１
に進む。
【０１２９】
　Ｓ１１１においては、Ｓ１０１において特定した、その時点のリソース残量が、図１１
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（Ｃ）のリソース残量閾値テーブルにおいてレベル１に対応付けて記憶されている閾値で
ある３０％以下であるか否か、つまり、リソース残量が注意の必要なレベル１の閾値より
も低い状態であるか否かを判定する。
【０１３０】
　その時点のリソース残量がレベル１の閾値以下ではない場合には、Ｓ１１４に進む。一
方、その時点のリソース残量がレベル１の閾値以下である場合には、Ｓ１１２に進んで、
その時点のリソース残量が該当するレベルを特定する。具体的には、その時点のリソース
残量がレベル２の閾値である１０％以下である場合には、レベル２と特定し、その時点の
リソース残量が１０％以下ではない場合には、レベル１と特定する。そして、第３条件成
立フラグをセットした後（Ｓ１１３）、Ｓ１１４に進む。
【０１３１】
　Ｓ１１４では、第１条件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第３条件成立フラグのいず
れかがセットされているか否かを判定し、第１条件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第
３条件成立フラグのいずれもセットされていない場合には、当該処理を終了する。
【０１３２】
　一方、第１条件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第３条件成立フラグのいずれかがセ
ットされている場合には、Ｓ１１５に進んで、セットされている条件成立フラグ（第１条
件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第３条件成立フラグのいずれか）をクリアした後、
外部出力データ出力処理を実行する（Ｓ１１６）。
【０１３３】
　この外部出力データ出力処理においては、図１２に示すデータヘッダＡを含む所定フォ
ーマットのシリアルデータが出力される。具体的には、所定ビット長のデータヘッダＡに
続いて、リソースバッファ１，２のデータを含むバッファデータと、Ｓ１１２にて特定し
たレベルのデータである閾値判定結果と、第１傾向判定条件が満たされているか否かの判
定結果である傾向判定１結果と、第２傾向判定条件が満たされているか否かの判定結果で
ある傾向判定２結果と、を含むシリアルデータを外部出力する。
【０１３４】
　このように外部出力データ出力処理において外部出力されるシリアルデータにより、外
部端末においては、閾値判定結果、傾向判定１結果、傾向判定２結果のいずれの判定結果
がなされたことを特定できるとともに、その時点のリソースバッファ１，２のデータにつ
いても把握できるようになる。
【０１３５】
　つまり、本実施例では、リソース残量が、リソースが不足する状態となる前のレベル１
の３０％以下の状態となっている場合や、直近５回の変動表示においてリソース残量が短
期的に減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合や、２０回前、１
５回前、１０回前、５回前、今回の変動表示の比較的長い期間においてリソース残量が連
続して減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合のいずれかの場合
において、上記したデータヘッダＡが付与されたシリアルデータが外部出力されることで
、これらリソースが不足する可能性があることを、リソースが不足して動作に異常が生じ
る前に外部機器において把握することができる。
【０１３６】
　次に、Ｓ５８の内部エラーチェック処理について説明すると、内部エラーチェック処理
においては、本実施例においては、３つの内部エラーが発生しているか否かを判定する。
尚、本実施例では、３つの内部エラーを判定する形態を例示したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、これら判定する内部エラーの数や種類は、適宜に決定すれば良い。
【０１３７】
　３つの内部エラーは、具体的には、リセット時エラー、サウンドエラー及びＶＤＰエラ
ーである。リセット時エラーは、メモリが破壊されずにリセットが実行されたときに、所
定時間が経過しても主基板１１からいずれのコマンドも送信されてこない場合に判定され
るエラーである。また、サウンドエラーは、音声制御基板１３に搭載されている音声制御
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用プロセッサがサウンドエラーコマンドを出力していることにより判定されるエラーであ
る。また、ＶＤＰエラーは、表示制御部１２３に含まれるＶＤＰがＶＤＰエラーコマンド
を出力していることにより判定されるエラーである。
【０１３８】
　尚、本実施例では、ＶＤＰと音声制御用プロセッサとを個別の集積回路（ＩＣ）とした
形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらＶＤＰと音声制
御用プロセッサとが単一の集積回路（ＩＣ）とされていても良い。
【０１３９】
　また、サウンドエラーは、スピーカ８Ｌ，８Ｒから音声が出力されないエラーや異常な
音声が出力されるエラーを含む。また、遊技に関する音声を出力中に遊技者が気付かない
ような微細なノイズ等が生じてしまうようなエラーであって、遊技の進行に支障をきたす
ことはないが、正常な動作ではないエラーを含む。このようにサウンドエラーには、異常
が発生したことが一見して分かるエラーのみならず、遊技の進行に支障をきたさないこと
で表面化しないエラー（遊技者が気付かないエラー等）を含む。
【０１４０】
　また、ＶＤＰエラーは、演出表示装置５において画像の表示が行われないエラー（全く
画像が表示されないブラックアウト画面になるエラー等）や異常な表示画面になるエラー
（動画の表示中に該動画がフリーズするエラー等）を含む。また、遊技に関する画像を表
示中に遊技者が気付かないような微細なノイズ等が生じてしまうようなエラーであって、
遊技の進行に支障をきたすことはないが、正常な動作ではないエラーを含む。このように
ＶＤＰエラーには、異常が発生したことが一見して分かるエラーのみならず、遊技の進行
に支障をきたさないことで表面化しないエラー（遊技者が気付かないエラー等）を含む。
【０１４１】
　これらの内部エラーの発生が内部エラーチェック処理にて特定された場合には、図１２
に示すように、該特定されたエラーの種別に対応する内部エラー種別データに、データヘ
ッダＢが付加されたシリアルデータが外部出力されることで、これら内部エラーの発生と
発生した内部エラーの種別とを外部端末等において把握することができる。
【０１４２】
　尚、本実施例では、内部エラーの種別だけを外部出力しているが、本発明はこれに限定
されるものではなく、サウンドエラーやＶＤＰエラーについて、エラーの状況を示すステ
ータスデータがエラーコマンドに含まれる場合には、これらステータスデータについても
、内部エラーの種別データとともに外部出力するようにしても良い。
【０１４３】
　以上、本実施例のパチンコ遊技機１によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示す
リソースチェック処理のＳ１１６で外部出力データ出力処理を実行して外部出力信号を出
力することで、演出制御用ＣＰＵ１２０が処理に使用するＲＡＭ１２２のリソース状態を
把握することができる。
【０１４４】
　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処
理のＳ１００にて変動開始コマンドを受信したと判定したとき等にリソース残量をチェッ
クして判定を行うことで、判定の処理負荷を低減できる。
【０１４５】
　また、本実施例によれば、直近５回の変動表示においてリソース残量が短期的に減少す
る傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合に外部出力信号を出力すること
で、リソースが不足する前にリソースが不足することを把握できる。
【０１４６】
　また、本実施例によれば、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件のいずれか一方が成立
しているときに、外部出力信号の出力を実行することで、傾向出力条件による判定精度を
高めることができる。
【０１４７】
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　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図１３に示すリソースチェック処
理のＳ１１４にて第１条件成立フラグ、第２条件成立フラグ、第３条件成立フラグのいず
れかがセットされているか否かを判定することで、リソースが不足する多様な傾向に対応
することができ、判定精度を高めることができる。
【０１４８】
　また、本実施例によれば、変形例において、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件の双
方の条件が共に成立しているときにのみ、外部出力信号の出力を実行することで、短期間
だけの未使用記憶容量の減少によって、無用に出力が実行されてしまうことを防ぐことが
できる。
【０１４９】
　また、本実施例によれば、リソース残量がレベル１の閾値以下となったときに外部出力
信号の出力を実行することで、リソースが閾値以下となっていることを確実に把握できる
。
【０１５０】
　また、本実施例によれば、外部出力信号にリソースバッファ１，２のデータが含まれて
出力されることで、リソース残量を把握することができる。
【０１５１】
　また、本実施例によれば、外部出力信号に内部エラー種別データが含まれて出力される
ことで、遊技の進行に支障をきたさないことで表面化しない内部エラーの発生も把握でき
る。
【０１５２】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０１５３】
　例えば、前記実施例では、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件のいずれか一方が成立
しているときに、外部出力信号の出力を実行する形態を例示しているが、本発明はこれに
限定されるものではなく、その他の条件が成立したときに外部出力信号の出力を実行する
形態であっても良い。例えば、変形例として、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件の双
方の条件が共に成立しているときにのみ、外部出力信号の出力を実行するようにすること
で、短期間だけのリソース残量の減少によって、無用に外部出力が実行されてしまうこと
を防ぐことができるようにしても良い。
【０１５４】
　また、前記実施例では、リソース残量が少なくなったとき、つまり、外部出力信号を出
力する所定の条件成立がしたときに、デバッグ時に使用されるデバッグ用端末等の外部機
器に対して外部出力信号を出力するようにしているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、所定の条件成立がしたときに、演出表示装置５にリソース残量が少なくなったこ
とを示す報知表示を行うようにしても良い。尚、リソースの状態を可視化するようにして
も良い。
【０１５５】
　また、前記実施例では、リソース残量が、リソースが不足する状態となる前のレベル１
の３０％以下の状態となっている場合や、直近５回の変動表示においてリソース残量が短
期的に減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合や、２０回前、１
５回前、１０回前、５回前、今回の変動表示の比較的長い期間においてリソース残量が連
続して減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合のいずれかの場合
において、外部出力信号を出力するようにしているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、リソースが不足する状態となる前のレベル１の３０％以下の状態となっている場
合のみ外部出力信号を出力するようにしても良い。つまり、図１３に示すリソースチェッ
ク処理のＳ１１４において、第３条件成立フラグのみを判定の対象としても良い。
【０１５６】
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　また、前記実施例では、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件のいずれか一方が成立し
ているときに、外部出力信号の出力を実行する形態を例示しているが、本発明はこれに限
定されるものではなく、第１傾向判定条件または第２傾向判定条件の一方のみが成立した
か否かを判定するようにし、第１傾向判定条件または第２傾向判定条件が成立していると
きに、外部出力信号の出力を実行するようにしても良い。
【０１５７】
　また、前記実施例では、第１傾向判定条件と第２傾向判定条件の２種類の傾向判定条件
を用いて判定をしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、３種類やそれ以上
の種類の傾向判定条件を用いて判定をしても良い。
【０１５８】
　また、前記実施例では、リソース残量を示すリソースバッファ１，２のデータを含むバ
ッファデータが外部出力信号に含まれた状態で出力されるようにしているが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、リソース残量を示すバッファデータ等を含めずに外部出力
信号を出力しても良い。また、リソース残量が少なくなったときに、外部出力信号を出力
しない態様にしても良く、例えば、リソース残量が少なくなった時点を記録しておいて、
リソース残量が少なくなったときには、外部出力信号をせず、その後の任意の操作でリソ
ース残量が少なくなった時点を記録した外部出力信号を出力するようにしても良い。
【０１５９】
　また、前記実施例では、リソース残量を特定する５回のタイミングにおいてリソース残
量が減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると判定しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、リソース残量を特定するタイミングは６回以上あっ
ても良いし、或いは５回よりも少ない回数（２回～４回）であっても良い。
【０１６０】
　また、前記実施例では、リソース残量を特定する５回のタイミングにおいてリソース残
量が減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると判定しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、リソース残量を特定するタイミングをパチンコ遊技
機１の機種や使用状況等に応じて変更可能としても良い。例えば、デバッグ用端末等の外
部機器を接続したときに、作業者がリソース残量を特定するタイミングや回数を任意に設
定できるようにしても良い。また、予告演出を実行中の期間やデモ演出を実行中の期間等
の各期間において、リソース残量を特定するタイミングや回数を任意に設定できるように
しても良い。
【０１６１】
　また、前記実施例では、リソース残量を特定する５回のタイミングにおいてリソース残
量が減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると判定しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、その他の方法によりリソースが不足する可能性があ
るか否かを判定しても良い。例えば、リソース残量を特定したときに、前回特定したリソ
ース残量と今回特定したリソース残量とを比較して、リソース残量が減少しているときに
は、判定用のフラグ値に「１」を加算するようにし、この判定を繰り返して、判定用のフ
ラグ値が「５」になったとき、つまり、５回連続してリソース残量が減少しているときに
リソースが不足する可能性があると判定しても良い。
【０１６２】
　また、前記実施例では、リソース残量に関わらず、常に５回のタイミングにおいてリソ
ース残量が減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると判定しているが
、本発明はこれに限定されるものではなく、リソース残量によって該リソース残量を特定
するタイミングの回数を変更しても良い。例えば、リソース残量が３０％以上あるときに
は、リソース残量が減少する傾向にあることを判定しないようにし、リソース残量が３０
％未満であるときには、５回のタイミングにおいてリソース残量が減少する傾向にあるこ
とでリソースが不足する可能性があると判定し、リソース残量が２０％未満であるときに
は、３回のタイミングにおいてリソース残量が減少する傾向にあることでリソースが不足
する可能性があると判定し、リソース残量が１０％未満であるときには、２回のタイミン
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グにおいてリソース残量が減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると
判定しても良い。つまり、リソース残量が少なくなるに連れて、リソースが不足する可能
性があると判定する条件をシビアにしても良い。尚、リソース残量が３０％以上あるとき
には、２０回前、１５回前、１０回前、５回前、今回の変動表示の比較的長い期間におい
てリソース残量が連続して減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると
判定し、リソース残量が３０％未満であるときには、直近５回の変動表示においてリソー
ス残量が短期的に減少する傾向にあることでリソースが不足する可能性があると判定して
も良い。つまり、リソース残量が少なくなるに連れて、傾向判定条件をシビアにしても良
い。
【０１６３】
　また、前記実施例では、内部エラーチェック処理（Ｓ５８）を実行するようにしている
が、本発明はこれに限定されるものではなく、内部エラーチェック処理を実行しない形態
、つまり、所定の内部エラーが発生しているか否かを判定しなくても良い。また、所定の
内部エラーが発生していると判定しても各種エラーコマンドを出力しない形態としても良
い。
【０１６４】
　また、前記実施例では、図１３に示すリソースチェック処理のＳ１１１やＳ１１２の判
定において使用されるリソース残量の閾値がレベル１（注意）とレベル２（警告）との２
段階としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、リソース残量の閾値がレベ
ル１またはレベル２のいずれか１つであっても良い。尚、リソース残量の閾値がレベルは
、３段階以上のレベルを用いて判定しても良い。
【０１６５】
　また、前記実施例では、リソース残量をチェックするタイミングが変動開始時とした形
態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、変動開始時以外のタイミ
ングにリソース残量をチェックするようにしても良い。例えば、変動終了時にリソース残
量をチェックしても良いし、始動入賞時にリソース残量をチェックしても良い。また、予
告演出等のリソース残量が少なくなるような演出の実行開始時や実行中や終了時に所定期
間毎にリソース残量をチェックしても良い。また、変動表示や演出等に関係なく、一定時
間毎に定期的にリソース残量をチェックしても良い。
【０１６６】
　また、前記実施例では、リソース残量をチェックするときに、リソース（メモリ）の容
量のうちの残量となる部分を所定の割合（百分率（パーセント））で特定するようにして
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、リソース残量をチェックするときに、
リソースの容量（例えば、メガバイト数）で特定するようにしても良い。
【０１６７】
　また、前記実施例では、リソースの残量（未使用記憶容量）をチェックするようにして
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、リソースの使用量（使用記憶容量）を
チェックするようにしても良い。例えば、変形例において、連続してリソース使用量が増
加していると判定した場合に、外部出力信号を出力するようにしても良い。また、直近５
回の変動表示においてリソース使用量が短期的に増加する傾向にあることでリソースが不
足する可能性がある場合に、外部出力信号を出力するようにしても良い。また、２０回前
、１５回前、１０回前、５回前、今回の変動表示の比較的長い期間においてリソース使用
量が連続して増加する傾向にあることでリソースが不足する可能性がある場合に、外部出
力信号を出力するようにしても良い。また、リソース使用量が所定のレベルの閾値以上で
ある場合に、外部出力信号を出力するようにしても良い。また、演出制御用ＣＰＵ１２０
がリソースチェック処理にて使用中のメモリ領域を合算してリソース使用量を特定し、特
定したリソース使用量のデータが外部出力信号に含まれた状態で出力されるものであって
も良い。
【０１６８】
　尚、リソースの使用量（使用記憶容量）をチェックすることで、リソースが不足する可



(27) JP 6775960 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

能性があるか否かを判定するよりも、リソースの残量（未使用記憶容量）をチェックする
ことで、リソースが不足する可能性があるか否かを判定することが好ましい。例えば、パ
チンコ遊技機１の動作中においてメモリ等のリソースを５０％以上使用する場合には、リ
ソース使用量の値よりもリソース残量の値の方が小さい値となる。つまり、ＲＣ（リソー
スチェック）プログラムが使用するメモリバッファにおいて、リソース残量の値を格納し
た方が、リソース使用量の値を格納するよりも、ＲＣプログラムが使用するメモリバッフ
ァの容量を小さくでき、リソースを消費しないで済むようになる。尚、パチンコ遊技機１
の動作中においてメモリ等のリソースを５０％以上使用しない場合には、リソースの使用
量（使用記憶容量）をチェックするようにしても良く、リソース使用量の値を格納した方
が、リソース残量の値を格納するよりも、ＲＣプログラムが使用するメモリバッファの容
量を小さくでき、リソースを消費しないで済むようになる。
【０１６９】
　また、前記実施例では、ＲＣ（リソースチェック）プログラムやＥＣ（エラーチェック
）プログラムをＲＯＭ１２１に格納（記憶）した状態で製造工場から出荷されるパチンコ
遊技機１を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、少なくとも製造工
場において、デバッグ時に使用されるデバッグ用端末等が接続されて検査等を行うときに
、ＲＣプログラムやＥＣプログラムをＲＯＭ１２１に格納可能であるパチンコ遊技機１で
あれば良く、製造工場から出荷されるときには、ＲＯＭ１２１からＲＣプログラムやＥＣ
プログラムが消去されるものであっても良い。
【０１７０】
　また、前記実施例では、パチンコ遊技機１にデバッグ用端末等が接続されているか否か
に関わらず、演出制御プロセス処理において、リソースチェック処理（Ｓ５７）や内部エ
ラーチェック処理（Ｓ５８）を実行するようにしているが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、パチンコ遊技機１にデバッグ用端末等が接続されている場合にのみ、リソー
スチェック処理（Ｓ５７）や内部エラーチェック処理（Ｓ５８）を実行し、パチンコ遊技
機１にデバッグ用端末等が接続されていない場合には、リソースチェック処理（Ｓ５７）
や内部エラーチェック処理（Ｓ５８）を実行しないようにしても良い。
【０１７１】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機１を例示しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、予め定められた球数の遊技球が遊技機内部
に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に応じて貸し出された貸出球や、入賞に応
じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に使用された遊技球数が減算されて記憶さ
れる、所謂、封入式遊技機にも本発明を適用可能である。尚、これら封入式遊技機におい
ては遊技球ではなく得点やポイントが遊技者に付与されるので、これら付与される得点や
ポイントが遊技価値に該当する。
【０１７２】
　また、前記実施例では、変動時間及びリーチ演出の種類等の変動態様を示す変動パター
ンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知するために、変動を開始するときに１つの変動パター
ン指定コマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パター
ンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知するようにしてもよい。具体的には、２つのコマンド
により通知する場合、ＣＰＵ１０３は、１つ目のコマンドでは、例えば、リーチとなる以
前（リーチとならない場合には所謂第２停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンド
を送信し、２つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以
降（リーチとならない場合には所謂第２停止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンド
を送信するようにしてもよい。この場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は２つのコマンドの組
合せから導かれる変動時間に基づいて変動表示における演出制御を行うようにすればよい
。
【０１７３】
　尚、ＣＰＵ１０３の方では２つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞ
れのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用ＣＰＵ１２０の方で
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選択を行うようにしてもよい。２つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で２つの
コマンドを送信するようにしてもよく、１つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過
してから（例えば次のタイマ割込において）２つ目のコマンドを送信するようにしてもよ
い。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送
信する順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃至それ以上のコマンドによ
り変動パターンを通知する様にすることで、変動パターン指定コマンドとして記憶してお
かなければならないデータ量を削減することができる。
【０１７４】
　また、前記実施例では、遊技球を打球発射装置により遊技領域よりも下方から打ち出す
形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、前記打球発射装置
をパチンコ遊技機１における遊技領域の上方位置に設けることによって、遊技球を遊技領
域の上方位置から打ち出すようにしても良い。
【０１７５】
　また、前記実施例では、大当り遊技において大入賞口の開放を実施することで多くの遊
技球を獲得できる大当りのみを発生させる形態を例示しているが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、確変大当りＢを、ラウンド遊技における大入賞口の開放時間
を著しく短くして、大入賞口が開放したことを遊技者に認識されないようにして、該確変
大当りＢの発生により、突然に確変状態となったように見せる突確大当りとしても良い。
尚、これら確変大当りＢを突確大当りとする場合には、該確変大当りＢの大当り遊技にお
ける大入賞口の開放パターンと同一の開放パターンにて大入賞口を開放する小当りを設け
るようにして、確変大当りＢや小当りの発生後の遊技状態が、高確状態であるのか、或い
は低確状態にあるのかが不明な状態（いわゆる潜伏状態）が発生するようにしても良い。
【０１７６】
　また、前記実施例では、始動入賞口を、第１始動入賞口と第２始動入賞口の２つとした
形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、始動入賞口を１つのみ
としても良いし、始動入賞口を３以上としても良い。
【０１７７】
　また、前記実施例では、特別図柄を、第１特図と第２特図の２つとした形態を例示して
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、特別図柄を１つのみとしても良いし、
特別図柄を３以上としても良い。
【０１７８】
　また、前記実施例では、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ
表示結果となる最終停止図柄を含む複数種類の特別図柄を変動表示した後に、最終停止図
柄を停止表示するようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、表示結
果となる最終停止図柄を含めずに複数種類の特別図柄を変動表示した後に、最終停止図柄
を停止表示するものであっても良い。つまり、表示結果となる最終停止図柄は、変動表示
に用いられる特別図柄と異なる図柄であっても良い。
【０１７９】
　前記遊技者にとって有利な状態とは、遊技者が多くの遊技媒体を獲得できる遊技者にと
って有利な特定遊技状態（大当り等）や、獲得できる遊技媒体の期待値が異なる複数種類
の特定遊技状態（ラウンド数が異なる大当り等）や、通常遊技状態よりも賞球払出の条件
が成立しやすくなる高ベース状態（時短状態）や、前記特定遊技状態となる確率が高い高
確率遊技状態（高確率状態）や高確低ベース状態（潜伏確変状態）、特別リーチ状態（例
えば、スーパーリーチ等）、当該変動パターンが大当り変動パターンに基づく変動パター
ンである状態等が含まれる。
【０１８０】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機が適用されていたが、例え
ば遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始
可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な演出表示装置に
変動表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該演出表示装置に導出された変
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動表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンにも適用可能である。
【符号の説明】
【０１８１】
１　　　　　　　　パチンコ遊技機
４Ａ　　　　　　　第１特別図柄表示器
４Ｂ　　　　　　　第２特別図柄表示器
５　　　　　　　　演出表示装置
１１　　　　　　　主基板
１２　　　　　　　演出制御基板
１００　　　　　　遊技制御用マイクロコンピュータ
１２０　　　　　　演出制御用ＣＰＵ
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